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羽島市事後審査型条件付き一般競争入札実施要領  
 

平成１８年８月７日決裁  

（趣旨）  

第１条  この要領は、入札後に入札価格の低い者から順に入札参加資格の審査

を行い、その者が適格である場合に落札を決定する事後審査型条件付き一般競

争入札（以下「事後審査型入札」という。）の実施に関し必要な事項を定める

ものとする。  

（対象となる契約）  

第２条  事後審査型入札の対象となる契約は、羽島市業者指名審査委員会規則

（昭和５３年羽島市規則第１２号）第１条に規定する羽島市業者指名審査委員

会又は市長が必要と認める契約とする。  

 （参加資格）  

第３条 事後審査型入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たすもの

とする。  

（１）羽島市契約規則（昭和３９年羽島市規則第６号。以下「規則」という。）

第２条の規定による入札の公告を行う日において、規則第２１条第２項に

規定する名簿に登載されていること。  

（２）前号の入札の公告を行う日から入札までの間において、羽島市競争入札

参加資格停止の措置要領（平成１９年９月２５日決裁）の規定による資格

停止のない者。  

（３）建設業法（昭和２４年法律第１００号）第８条各号の規定に該当しない

こと。  

（４）前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めて定める要件を満た

していること。  

（共同企業体）  

第４条  対象となる工事を特定建設工事共同企業体による事後審査型入札とす

る場合は、この要領のほか羽島市特定建設工事共同企業体取扱要領による。  

（入札の公告）  

第５条 事後審査型入札においては、地方自治法施行令（昭和２２年５月３日政

令第１６号）第１６７条の６第１項の規定による入札の公告（以下「公告」と
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いう。）に、規則第３条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載するも

のとする。  

 （１）事後審査型条件付き一般競争入札参加申請書（別記第１号様式。以下「参

加申請書」という。）の提出期限及び提出方法  

（２）事後審査型条件付き一般競争入札参加資格確認申請書（別記第２号様式）

及び入札参加資格確認に必要な書類（以下「確認申請書等」という。）の

提出方法  

（３）落札者決定方法  

（入札保証金及び契約保証金）  

第６条 入札保証金及び契約保証金は、規則の規定によるものとする。  

（入札参加申請）  

第 7 条 事後審査型入札に参加しようとする者は、参加申請書を公告に記載の提

出期限までに市長に提出しなければならない。  

２ 前項の規定にかかわらず、市長が指定するインターネットを利用した入札に

よる場合は、参加申請書の提出を省略することができる。  

（開札）  

第８条  開札は、公告で指定した日時及び場所において、当該入札事務に関係

のない職員が立ち会い行うものとする。  

２ 開札は公開とし、入札参加者以外の立会いも認めるものとする。ただし、入

札執行者が入札を適切に執行できないおそれがあると認める場合はこの限り

ではない。  

３ 事後審査型入札においては、最も入札価格の低い者から順位を決定し、かつ、

第１０条第 1 項の規定により落札者が決定するまで最も入札価格の低い者か

ら順に入札参加資格の審査を行った上で落札を決定する旨を告げるものとす

る。  

（確認申請書等の提出）  

第９条 市長は、開札後、次条の規定により落札者が決定するまで、最も入札価

格の低い者（以下「落札候補者」という。）から順に確認申請書等の提出を求

めるものとする。  

２  落札候補者は、当該確認申請書等の提出を求められた日から起算して２日

（日曜日、土曜日及び休日を除く。）以内に確認申請書等を総務部管財課へ提
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出しなければならない。  

３ 前項に規定する提出期限内に確認申請書等を提出しないときは、当該落札候

補者の入札は、無効とする。  

（落札の決定）  

第１０条 市長は、前条第２項の規定による確認申請書等の提出があったときは、

当該落札候補者が入札参加者資格を有しているかどうか確認申請書等により

審査し、審査の結果、入札参加資格を有している場合は、落札者とする。  

２ 入札参加資格の審査結果は、事後審査型条件付き一般競争入札参加資格審査

結果調書（別記第３号様式）により取りまとめるものとする。  

（落札決定の通知等）  

第１１条 市長は、前条第 1 項の規定により落札を決定したときは、当該落札者

にその旨を速やかに通知するものとする。  

２ 市長は、前条第 1 項の規定による審査の結果、落札候補者が入札参加資格を

有していないことを確認したときは、落札候補者に対して事後審査型条件付き

一般競争入札参加資格不適格通知書（別記第４号様式）によりその旨を通知す

るものとする。  

３ 前項の通知を受けた落札候補者は、同項の通知を受けた日から起算して２日

（日曜日、土曜日及び休日を除く。）以内に、その理由について市長に対し書

面で問い合わせることができる。  

（異議の申立て）  

第１２条 入札参加者は、入札後において、規則、図面、仕様書、契約書等につ

いての不明を理由として異議を申し立てることができない。  

（その他）  

第１３条 この要領の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。  

 

  附  則  

 この要領は、平成１８年８月７日から施行する。  

  附  則（改正 平成２０年 ７月４日決裁）  

 この要領は、平成２０年７月４日から施行する。  
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別記第１号様式 
 

事後審査型条件付き一般競争入札参加申請書 
 

年  月  日 
 

（あて先）羽島市長  
 

住    所 
商号又は名称 
代表者氏名             ㊞ 

 
年  月  日公告第 号の事業における事後審査型条件付き一般競

争入札に下記のとおり入札参加申請をします。なお、この申請書の記載事項は、事

実と相違ないことを誓約します。 
事業番号  
事 業 名  
 

  記 
１ 入札参加資格 
（１） 登録番号                    
（２） 業  種                    
（３） 経営事項審査結果通知書の総合評点        
 
２ 配置予定技術者 
（１） 氏  名                    
（２） 資  格                    
 
※ 建設工事以外は、経営事項審査結果通知書の総合評点の記入はしなくてよい。 
 
この申請書に関する担当者名                

連 絡 先                              
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別記第２号様式 
 

事後審査型条件付き一般競争入札参加資格確認申請書 
 

年  月  日 
 

（あて先）羽島市長 
 

事業番号（仕様書番号） 
事業名 
事業場所 

 
上記事業に係る事後審査型条件付き一般競争入札については、下記の関係書類

を添えて入札参加資格確認の申請をします。 
なお、この申請書及び添付書類の記載事項は、事実と相違ないことを誓約しま

す。 
 

１ 配置予定技術者届出書 
２ 同種工事施工実績（類似業務実績） 
３ 経営事項審査結果通知書の写し（最新の物） 
４ その他指定された資料 

 
 
住    所 
商号又は名称 
代表者氏名             ㊞ 
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別記第３号様式 

事後審査型条件付き一般競争入札参加資格審査結果調書 

 

１ 審査対象者 

 

２ 審査対象事業 

（１） 事業番号 

（２） 事業名 

（３） 事業場所 

（４） 履行期間 

 

３ 条件付き一般競争入札に参加できる者の資格 

 

４ 審査結果 
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別記第４号様式 
第       号 
年   月   日 

 
   様 

 
羽島市長         □印    

                                               
事後審査型条件付き一般競争入札参加資格不適格通知書 

 
    年  月  日付けで申請のありました事後審査型条件付き一般競争入

札参加資格について審査した結果、次のとおり不適格と認められましたので通知し

ます。 
 

 
 

１ 仕 様 書 番 号      年度 第  号 

２ 事 業 名 

３ 事 業 場 所  羽島市   地内 

４ 不適格となった理由 

 

 


